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な
ん
で
も
体
験
隊
参
加
者
募
集

な
ん
で
も
体
験
隊
参
加
者
募
集

第
１
回

第
１
回
「
ソ
ー
ラ
ー
電
池
を
作
ろ
う
」

「
ソ
ー
ラ
ー
電
池
を
作
ろ
う
」

　

今
年
の
な
ん
で
も
体
験
隊
は
、
楽
し
み

な
が
ら
学
べ
る
３
つ
の
講
座
を
開
き
ま
す
。

　

第
１
回
目
は
、
Ｃ
Ｄ
ケ
ー
ス
を
使
っ
て

太
陽
電
池
パ
ネ
ル
を
半
田
付
け
で
組
み
立

て
、
モ
ー
タ
ー
を
動
か
し
た
り
、
ニ
ッ
ケ

ル
水
素
電
池
に
充
電
し
た
り
す
る
工
作
教

室
で
す
。

　

電
気
工
作
に
興
味
の
あ
る
方
は
ご
参
加

く
だ
さ
い
。
工
作
教
室
の
終
了
後
は
駐
車

場
で
ソ
ー
ラ
ー
カ
ー
の
試
乗
を
行
い
ま
す
。

【
日

時
】

　

８
月
25
日（
土
）午
前
10
時
〜
正
午

【
場

所
】　

エ
コ
ー
ル
み
よ
た
・工
作
室

【
定

員
】　

親
子
15
組

【
参
加
費
】　

２
、０
０
０
円（
材
料
費
）

親
子
で
１
セ
ッ
ト
を
仕
上
げ
ま
す
。

【
対　
　

象
】　

小
学
生
親
子
・
中
学
生

【
講

師
】　

沼
田　

清
さ
ん

【
募
集
開
始
】

　

７
月
21
日（
土
）午
前
９
時
か
ら
電
話
受

付
を
行
い
ま
す
。

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
】

　

町
公
民
館　
（
32
）２
７
７
０
ま
た
は

　
　
　
　
　
　
（
32
）９
１
０
０

所得税法の改正により、平成18年分所得税の定率
減税率が、20％から10％に縮減されたため、保育
料月額徴収基準表の一部を改正します。内容は、
各階層区分の保育料に変更はありませんが、第４
～第７階層区分に該当する世帯の所得税額が変更
になります。

また、従来までは同一世帯から２人以上の児童が
保育園に通っている場合に限り、所得階層に応じて
保育料の軽減をしてきました。今回からは新たに、
同一世帯で保育園の他に幼稚園や認定こども園に
通っている児童も算定対象人数に含め、２人目以降
で保育園に通っている児童の保育料を軽減します。

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 徴収金基準額（月額）
階層区分 定　　　　　　　　義 ３歳未満児の場合 ３歳以上児の場合

第１ 生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）
円 円

0 0

第２
１

第１階層及び第４～第７階
層を除き、前年度分の市町
村民税の額の区分が次の区
分に該当する世帯

非課税の母子世帯等 0 0
２ 非課税の母子世帯等以外の世帯 6,000 （3,000） 5,000 （2,500）

第３

１ 均等割のみの母子世帯等 11,000 （5,500） 9,000 （4,500）
２ 均等割のみの母子世帯等以外 12,000 （6,000） 10,000 （5,000）
３ 所得割の母子世帯等 16,000 （8,000） 13,000 （6,500）
４ 所得割の母子世帯等以外 17,000 （8,500） 14,000 （7,000）

第４
１

第１階層を除き、前年分の
所得税課税世帯であって、
その所得税の額の区分が次
の区分に該当する世帯

40,500円未満 23,000（11,500） 19,000 （9,500）
２ 40,500円以上 72,000円未満 30,000（15,000） 24,000（12,000）

第５
１ 72,000円以上 90,000円未満 35,000（17,500） 25,000（12,500）
２ 90,000円以上 126,000円未満 38,000（19,000） 26,000（13,000）
３ 126,000円以上 180,000円未満 43,000（21,500） 27,000（13,500）

第６
１ 180,000円以上 225,000円未満 48,000（24,000） 28,000（14,000）
２ 225,000円以上 459,000円未満 53,000（26,500） 29,000（14,500）

第７ 459,000円以上 55,000（27,500） 30,000（15,000）
（　）は半額の場合

保育料月額徴収基準表 （改正後）※太枠内が改正部分です。

平成19年度

保育料月額徴収基準表が一部改正になります。

同一世帯から２人以上の児童が保育所、幼稚園又は認定こども園に入所している場合
階 層 区 分 児　童 徴 収 金 の 額

第２～第７階層に属する世帯
最 年 長 児 徴収基準表に定める額
次 年 長 児 徴収基準表に定める額×1/2

上記以外の児童 徴収基準表に定める額×1/10

【問い合わせ先】　こども課こども係　32－9123
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副
町
長
・
教
育
長
就
任

副
町
長
・
教
育
長
就
任

副
町
長

　

町
議
会
６
月
定
例
会（
平
成
19
年
６
月

18
日
）で
選
任
同
意
さ
れ
た
中
山
悟
氏
が
、

６
月
19
日
付
け
で
副
町
長
に
就
任
し
ま
し

た
。

氏　

名　

中
山　

悟（
な
か
や
ま
・
さ
と
る
）

　
　
　
　

昭
和
24
年
２
月
22
日
生
ま
れ

区　

名　

三
ツ
谷

任　

期　

平
成
19
年
６
月
19
日
〜

　
　
　
　

平
成
23
年
６
月
18
日

教
育
長

　

町
議
会
６
月
定
例
会（
平
成
19
年
６
月

18
日
）で
任
命
同
意
さ
れ
た
高
山
佐
喜
男

氏
が
、
６
月
19
日
付
け
で
教
育
委
員
に
就

任
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
６
月
臨
時
教
育
委
員
会（
平
成

19
年
６
月
19
日
）に
お
い
て
、
高
山
佐
喜

男
氏
を
教
育
長
に
６
月
19
日
付
け
で
任
命

し
ま
し
た
。

氏　

名　

高
山　

佐
喜
男

（
た
か
や
ま
・
さ
き
お
）

　
　
　
　

昭
和
21
年
２
月
26
日
生
ま
れ

区　

名　

馬
瀬
口

任　

期　

平
成
19
年
６
月
19
日
〜

　
　
　
　

平
成
21
年
12
月
23
日

８
月
１
日
は

８
月
１
日
は

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
の
更
新

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
の
更
新

　

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
が
８
月
１
日
に

更
新
と
な
り
ま
す
。
毎
年
、
前
年
の
所
得

や
支
給
要
件
を
確
認
し
、
引
き
続
き
該
当

と
な
る
方
に
は
、
７
月
下
旬
に
新
し
い
受

給
者
証
を
郵
送
し
ま
す
。

　

所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
の
で
、
該
当
さ

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
平
成
18
年
分

所
得
の
申
告
を
ま
だ
済
ま
さ
れ
て
い
な
い

方
は
、
早
期
に
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

所
得
が
確
認
で
き
な
い
と
更
新
手
続
き
が

で
き
ま
せ
ん
。

　

受
給
者
証
の
交
付
は
、
所
得
の
確
認
後

と
な
り
ま
す
。

◎
福
祉
医
療
制
度
は
、
医
療
機
関
で
負
担

し
た
保
険
診
療
分
の
一
部
を
助
成
す
る

制
度
で
す
。

　

次
の
方
が
、
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、

申
請
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
。

•
就
学
前
の
乳
幼
児
・
児
童

•
身
障
手
帳
４
級
以
上
、
療
育
手
帳
Ｂ
１

以
上
、
障
害
者
手
帳
の
い
ず
れ
か
を
お

持
ち
の
方
、
障
害
年
金
を
受
給
さ
れ
て

い
る
方

•
母
子
家
庭
の
母
子
、
父
子
家
庭
の
父
子

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

町
民
課
福
祉
係（
内
線
45
番
）

７
月
の
年
金
相
談
窓
口

７
月
の
年
金
相
談
窓
口

時
間
延
長
な
ど
の
お
知
ら
せ

時
間
延
長
な
ど
の
お
知
ら
せ

　

社
会
保
険
事
務
所
と
長
野
年
金
相
談
セ

ン
タ
ー
で
は
、
窓
口
と
電
話
で
時
間
を
延

長
し
て
年
金
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

７
月
は
次
の
と
お
り
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

相
談
の
際
に
は
、
年
金
手
帳
、
年
金
証

書
、
印
鑑
な
ど
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

【
社
会
保
険
事
務
所
窓
口
で
の
相
談
】

○
時
間
延
長（
毎
週
月
曜
日
）

　

午
後
５
時
15
分
〜
午
後
７
時
ま
で

　
（
通
常
の
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

15
分
の
後
続
け
て
対
応
）

○
14
日
土
曜
日

　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時
ま
で

※
県
内
７
事
務
所
で
相
談
で
き
ま
す
。

　

御
代
田
町
か
ら
近
い
社
会
保
険
事
務
所

　

は
小
諸
に
な
り
ま
す
。

【
電
話
で
の
相
談
】

○
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　

０
５
７
０

－

05

－

１
１
６
５

　

月
曜
日
か
ら
金
曜
日

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

○
ね
ん
き
ん
あ
ん
し
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　

０
１
２
０

－

６
５
７
８
３
０

　

24
時
間

　

土
曜
日
・
日
曜
日
も
相
談
で
き
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

小
諸
社
会
保
険
事
務
所（
22
）１
０
８
０

平
成
平
成
1919
年
度
佐
久
水
道
企
業
団
職
員

年
度
佐
久
水
道
企
業
団
職
員

採
用
試
験
の
お
知
ら
せ

採
用
試
験
の
お
知
ら
せ

【
試
験
区
分
並
び
に
採
用
予
定
人
員
】

　

•
上
級
職　

行
政　

若
干
名

【
受
験
資
格
】

　

住
民
登
録
が
企
業
団
組
織
市
町
に
し
て

あ
り（
修
学
、
就
職
等
の
た
め
他
市
町

村
に
住
む
者
で
、
家
族
が
企
業
団
組
織

市
町
に
居
住
し
て
い
る
者
を
含
む
）昭

和
58
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
61
年
４
月

１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
の
う
ち
、
４

年
生
大
学
を
卒
業
又
は
卒
業
見
込
み
の

者（
卒
業
し
な
か
っ
た
場
合
は
採
用
と

な
り
ま
せ
ん
）。

【
第
１
次
試
験
日
】

　

平
成
19
年
９
月
16
日（
日
）

【
場　

所
】　

佐
久
水
道
企
業
団

【
試
験
申
込
方
法
】

　

試
験
申
込
書（
企
業
団
指
定
の
様
式
）、

履
歴
書（
企
業
団
指
定
の
様
式
）、
最
終

学
校（
卒
業
見
込
）の
学
校
成
績
証
明
書
、

健
康
診
断
書
及
び
住
民
票
を
添
え
て
、

平
成
19
年
８
月
１
日（
水
）か
ら
平
成
19

年
８
月
14
日（
火
）午
後
５
時
ま
で
に
、

佐
久
水
道
企
業
団
総
務
課
庶
務
係
へ
申

込
み
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
試
験
の
実
施
に
あ
た
り
提
出
し
て

い
た
だ
い
た
個
人
情
報
は
、
今
回
の
採

用
試
験
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
で
の
み

利
用
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

佐
久
水
道
企
業
団
総
務
課
庶
務
係

０
２
６
７

－

62

－

１
２
９
０


